
 扶桑町議会議案第 ６ 号 

 

 

   令和２年度扶桑町下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和２年度扶桑町下水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年間有収水量              １，０６２，８２２㎥ 

（２）主な建設改良 

①管渠建設改良費              ４５３，５８３千円 

②流域下水道建設費負担金           １２，１２８千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収     入 

 第１款 下水道事業収益             ４０７，４１８千円 

  第１項 営業収益               １３０，１９９千円 

  第２項 営業外収益              ２７７，２１９千円 

支     出 

 第１款 下水道事業費用             ３７９，１５９千円 

  第１項 営業費用               ３３９，２０７千円 

  第２項 営業外費用               ３９，９５２千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額９９，１７５千円は、過年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額２２，４５６千円、過年度分損益勘定留保資金

６，１２８千円及び当年度分損益勘定留保資金７０，５９１千円で補てんす

るものとする。）。 

収     入 

 第１款 資本的収入               ５２３，０６８千円 

  第１項 企業債                ２３６，４００千円 

  第２項 他会計出資金             １４２，２６５千円 



  第３項 他会計負担金              １０，３２６千円 

  第４項 国庫補助金              １１０，０００千円 

  第５項 分担金及び負担金            ２４，０７７千円 

支     出 

 第１款 資本的支出               ６２２，２４３千円 

  第１項 建設改良費              ５０５，６３５千円 

  第２項 企業債償還金             １１６，６０８千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

 
起債の 
目的 

 
限度額 

 
起債の
方法 

 
利   率 

 
償還の方法 

流 域 
下 水 道 
事 業 

     千円 
   

12,100 
 普 通 
貸 付 

3.0%以内（ただし
、利率見直し方式で
借り入れる政府資金
及び地方公共団体金
融機構資金について
利率の見直しを行っ
た後においては、当
該利率見直し後の利
率） 

 借入の日から据置期間
を含めて、40 年以内償
還。 
 ただし、財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
ることができる。 

公 共 
下 水 道 
事 業 

224,300 

計 236,400 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１５０，０００千円とする。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（１）予定支出の各項の経費及び各項間の経費 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                  ３０，９５６千円 

 （他会計からの補助金） 

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１３４，４８５千円で

ある。 



 

 

 

 

               令和 ２ 年 ３ 月 ２ 日提出 

 

                愛知県丹羽郡扶桑町長 千 田 勝 隆 
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令 和 ２ 年 度 扶 桑 町 下 水 道 

事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 

 

収益的収入 

款 項 目 予定額(千円) 備考 

1 下水道事業   407,418  

収益 1 営業収益  130,199  

  1 下水道使用料 119,036  

  2 雨水処理負担金 7,147  

  3 受託事業収益 3,854  

  4 その他の営業収益 162  

 2 営業外収益  277,219  

  1 他会計負担金 83,774  

  2 他会計補助金 33,238  

  3 長期前受金戻入 128,277  

  4 消費税及び 

  地方消費税還付金 

 

28,596 

 

  5 資本費繰入収益 3,332  

  6 雑収益 2  

 

収益的支出 

款 項 目 予定額(千円) 備考 

1 下水道事業   379,159  

費用 1 営業費用  339,207  

  1 管渠費 22,907  

  2 総係費 24,754  

  3 流域下水道 

維持管理費 

 

87,009 

 

  4 減価償却費 204,537  

 2 営業外費用  39,952  

  1 支払利息及び 

企業債取扱諸費 

 

39,847 

 

  2 雑支出 105  
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資本的収入 

款 項 目 予定額(千円) 備考 

1 資本的収入   523,068  

 1 企業債  236,400  

  1  企業債 236,400  

 2 他会計出資金  142,265  

  1  他会計出資金 142,265  

 3 他会計負担金  10,326  

  1  他会計負担金 10,326  

 4 国庫補助金  110,000  

  1  国庫補助金 110,000  

 5 分担金及び  24,077  

 負担金 1  分担金及び 

負担金 24,077 

 

 

資本的支出 

款 項 目 予定額(千円) 備考 

1 資本的支出   622,243  

 1 建設改良費  505,635  

  1 管渠建設改良費  453,583  

  2 事務費 39,774  

  3 流域下水道 

建設費負担金 12,128 

 

  4 返還金  150  

 2 企業債償還金  116,608  

  1 企業債償還金  116,608  

 



１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益（△は純損失）

固定資産減価償却費

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

資本費繰入収益

支払利息

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

利息の支払額

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

受益者負担金による収入

一般会計又は他の特別会計からの負担金による収入

受益者負担金返還金による支出

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入

企業債の償還による支出

出資金による収入

資金増減額

資金期首残高

資金期末残高

令和２年度扶桑町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位：千円）

0

204,537

△ 802

△ 128,277

△ 3,332

39,847

△ 2,474

36,536

小計 146,035

△ 39,847

合計 106,188

△ 454,011

△ 11,026

100,000

21,888

10,326

△ 150

合計 △ 332,973

236,400

△ 116,608

142,265

合計 262,057

49,404

35,272

14,132

－ 3 －
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給 与 費 明 細 書 

１ 総括（会計年度任用職員以外の職員）                                                                                                      

区  分 
職員数 
（人） 

給 与 費  
法定 
福利費 
(千円) 

 

合 計 

(千円) 

 

報 酬 
(千円) 

 

給 料 
(千円) 

 

手 当 
(千円) 

 

計 
(千円) 

本
年
度 

損益勘定支弁職員 ( 0) 
1  2,678 1,639 4,317 1,226 5,543 

資本勘定支弁職員 ( 0) 
4  13,182 6,406 19,588 5,825 25,413 

合   計 
( 0) 
5  15,860 8,045 23,905 7,051 30,956 

前
年
度 

損益勘定支弁職員 ( 0) 
1  2,580 1,567 4,147 1,140 5,287 

資本勘定支弁職員 ( 0) 
5  16,006 9,724 25,730 7,431 33,161 

合   計 
( 0) 
6  18,586 11,291 29,877 8,571 38,448 

比
較 

損益勘定支弁職員 ( 0) 
0  98 72 170 86 256 

資本勘定支弁職員 ( 0) 
△1  △2,824 △3,318 △6,142 △1,606 △7,748 

合   計 
( 0) 
△1  △2,726 △3,246 △5,972 △1,520 △7,492 

※ (   )内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。 

※ 当年度の手当の期末手当及び勤勉手当には、翌年度６月期末手当及び勤勉手当のうち本年度発生額である 

賞与引当金繰入額 2,099 千円が含まれる。 

※ 前年度の手当の期末手当及び勤勉手当には、翌年度６月期末手当及び勤勉手当のうち本年度発生額である 

賞与引当金繰入額 2,368 千円及び当年度６月期末手当及び勤勉手当のうち前年度発生額である賞与引当金  

2,368 千円が含まれる。 

※ 会計年度任用職員として任用する職員は０人である。 

  

手当 
 
の 
 

内訳 

区分 
 

扶養手当 
(千円) 

 
地域手当 
(千円) 

 
通勤手当 
(千円) 

 
特殊勤務 
手当 
(千円) 

 
住居手当 
(千円) 

本年度 714 498 154  606 

前年度 198 576 149  0 

比 較 516 △78 5  606 

区分 

 
時間外勤務 

手当 
(千円) 

 
管理職手当 
(千円) 

 
期末手当 
(千円) 

 
勤勉手当 
(千円) 

 
管理職員 

特別勤務手当 
(千円) 

本年度 519 0 3,220 2,334  

前年度 519 381 5,533 3,935  

比 較 0 △381 △2,313 △1,601  
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２ 給料及び手当の増減額の明細 

区

分 

増減額 

（千円） 

増減事由別内 訳 

（千円） 
説   明 備   考 

給

料 
△2,726 

給与改定に伴う

増減分 
52  

給与改定の状況 

給与改定率 0.33％（本年度） 

給与改定の実施時期 

平成 31年 4月 1日 

昇給に伴う 

増加分 
354  平均昇給率 2.41％ 

その他の増減分 △3,132   

手

当 
△3,246 

制度改正に伴う 

増減分 
37 

勤勉手当   61 

住居手当  △24 
 

その他の増減分 △3,283   

 

 

３ 給料及び手当の状況 

（１）職員 1 人当たり給与 

区            分 一般行政職 技能労務職 

令和 2年 1月 1日現在 

平 均 給 料 月 額（円） 287,500  

平 均 給 与 月 額（円） 322,431  

平 均 年 齢（歳） 37.5  

平成 31年 1月 1日現在 

平 均 給 料 月 額（円） － － 

平 均 給 与 月 額（円） － － 

平 均 年 齢（歳） － － 

※ 平成 31年 1 月 1 日現在は企業会計移行前のため該当なし。 

 

（２）初任給 (令和 2 年 1 月 1日現在） 

区     分 一般行政職 

      （円） 

技能労務職 

      （円） 

一般会計の制度 

一般行政職（円） 技能労務職（円） 

高 校 卒 150,600 147,900 150,600 147,900 

大 学 卒 182,200  182,200  
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（３）級別職員数 

区     分 
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 

級 職員数(人） 構成比（％） 級 職員数(人） 構成比（％） 

令和 2 年 

1月 1 日 

現在 

１級 
（    ） （    ） 

１級 
（    ） （    ） 

    

２級 
（    ） （    ） 

２級 
（    ） （    ） 

3 50.0   

３級 
（    ） （    ） 

３級 
（    ） （    ） 

1 16.6   

４級 
（    ） （    ） 

４級 
（    ） （    ） 

1 16.7   

５級 
（    ） （    ） 

 
（    ） （    ） 

1 16.7   

６級 
（    ） （    ） 

 
（    ） （    ） 

    

７級 
（    ） （    ） 

 
（    ） （    ） 

    

計 
（    ） （     ） 

計 
（    ） （    ） 

6 100.0   

平成 31 年 

1月 1 日 

現在 

１級 
（ － ） （ － ） 

１級 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

２級 
（ － ） （ － ） 

２級 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

３級 
（ － ） （ － ） 

３級 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

４級 
（ － ） （ － ） 

４級 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

５級 
（ － ） （ － ） 

 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

６級 
（ － ） （ － ） 

 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

７級 
（ － ） （ － ） 

 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

計 
（ － ） （ － ） 

計 
（ － ） （ － ） 

 －  －  －  － 

 

 ※ (   )内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。 

 ※ 派遣職員は含まない。 

※ 平成 31 年 1 月 1 日現在は企業会計移行前のため該当なし。 
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 （級別の標準的な職務内容） 

区分 職務の級 職 務 の 内 容 

一 

般 

行 

政 

職 

１級 
(1) 主事補・技師補の職務 

(2) 主事・技師の職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技師の職務 

３級 主査の職務 

４級 統括主査の職務 

５級 主幹の職務 

６級 課長の職務 

７級 部長の職務 

技 

能 

労 

務 

職 

１級 定型的業務を行う業務 

２級 機器の運転操作、その他の庁務を行う職務 

３級 技能又は経験を必要とする機器の運転操作、その他の庁務を行う職務 

４級 
高度の技能又は経験を必要とする機器の運転操作、 

その他の庁務を行う職務 

（４）昇給 

区   分  合 計 
代表的な職種 

一般行政職 技能労務職 

本 

年 

度 

職 員 数（A） （人） 5 5  

昇 給 に 係 る 職 員 数（B） （人） 5 5  

号 給 数 内 訳 

２号級 （人）    

３号級 （人） 1 1  

４号級 （人） 4 4  

比 率 （B）/（A） （％） 100.0 100.0  

前 

年 

度 

職 員 数（A） （人） 6 6  

昇 給 に 係 る 職 員 数（B） （人） 5 5  

号 給 数 内 訳 

２号級 （人）    

３号級 （人）    

４号級 （人） 5 5  

比 率 （B）/（A） （％） 83.3 83.3  
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（５）期末手当・勤勉手当 

区 分 
支給期別支給率 

支給率計 
（月分） 

職制上の段階、職務の 
級等による加算措置 

備 考 
６月 

（月分） 
１２月 
（月分） 

本 年 度 
 

2.250 
 

2.250 
 

4.500 
有 

 

前 年 度 
 

2.225 
 

2.225 
 

4.450 
有 

 

一般会計の制度 
（1.175） 
2.250 

（1.175） 
2.250 

（2.350） 
4.500 

有 
 

 ※ (   )内は再任用職員の支給率である。 

 

（６）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 

区分 
２０年 
勤続の者 
（月分） 

２５年 
勤続の者 
（月分） 

３５年 
勤続の者 
（月分） 

最高限度 
（月分） 

その他の 
加算措置等 

備
考 

支給率等 24.586875 33.270750 47.709000 47.709000 

定年前早期 
退職特例措置 
(２％～４５％
加算) 

 

一般会計の
制度 

（支給率等） 
24.586875 33.270750 47.709000 47.709000 

定年前早期 

退職特例措置 
(２％～４５％
加算) 

 

（７）その他の手当 

区   分 一般会計の制度との異同 差異の内容 

扶 養 手 当 同   じ  

地 域 手 当 同   じ  

住 居 手 当 同   じ  

通 勤 手 当 同   じ  

 



（単位：円）

１

(1) 下 水 道 使 用 料 113,444,000

(2) 雨 水 処 理 負 担 金 6,542,000

(3) 受 託 事 業 収 益 0

(4) そ の 他 営 業 収 益 426,000 120,412,000

２

(1) 管 渠 費 16,583,000

(2) 総 係 費 16,605,000

(3) 流域下水道維持管理費 77,674,000

(4) 減 価 償 却 費 195,610,000 306,472,000

△ 186,060,000

３

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,000

(2) 他 会 計 負 担 金 79,047,000

(3) 他 会 計 補 助 金 13,553,000

(4) 長 期 前 受 金 戻 入 125,565,000

(5) 資 本 費 繰 入 収 益 1,988,000

(6) 雑 収 益 2,000 220,156,000

４

(1)
支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

42,158,000

(2) 雑 支 出 573,000 42,731,000 177,425,000

△ 8,635,000

５
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益 0
(2) そ の 他 特 別 利 益 11,029,000 11,029,000

6

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 1,000

(2) そ の 他 特 別 損 失 2,393,000 2,394,000 8,635,000

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0

その他未処分利益剰余金変動額 0

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 0

営　 業　 外　 費　 用

経　 　常　 　利　 　益

特　　別　　利　　益

特　　別　　損　　失

当 年 度 純 利 益 0

令和元年度扶桑町下水道事業会計予定損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

営　　業　　収　　益

営　　業　　費　　用

営　　 業 　　利 　　益

営　 業　 外　 収　 益
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（単位：円）

7,086,186,638

△ 167,129,000 6,919,057,638

81,668,538

△ 7,700,000 73,968,538

68,800

△ 21,000 47,800

6,993,073,976

575,424,177

575,424,177

7,568,498,153

14,132,345

44,568,000

貸倒引当金 △ 62,000 44,506,000

58,638,345

7,627,136,498

令和元年度扶桑町下水道事業会計予定貸借対照表

（令和2年3月31日）

資　　　産　　　の　　　部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 構  築  物

減価償却累計額

イ 機械及び装置

減価償却累計額

ウ 工具器具及び備品

減価償却累計額

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権

無形固定資産合計

固定資産合計

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

流動資産合計

資産合計
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2,606,785,930

固定負債合計 2,606,785,930

116,608,000

27,162,000

2,839,000

引当金合計 2,839,000

146,609,000

1,814,994,336

収益化累計額 △ 44,165,000 1,770,829,336

13,056,916

収益化累計額 △ 346,000 12,710,916

2,195,407,450

収益化累計額 △ 68,960,000 2,126,447,450

10,243,685

収益化累計額 △ 196,000 10,047,685

544,837,111

収益化累計額 △ 11,898,000 532,939,111

繰延収益合計 4,452,974,498

7,206,369,428

負　　　債　　　の　　　部

3 固定負債

(1) 企業債

4 流動負債

(1) 企業債

(2) 未払金

(3) 引当金

ア 賞与引当金

流動負債合計

5 繰延収益

ア 国庫補助金長期前受金

イ 県補助金長期前受金

ウ 他会計補助金長期前受金

エ 受贈財産評価額長期前受金

オ 受益者負担金長期前受金

負債合計
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224,051,070

196,716,000

420,767,070

420,767,070

剰余金

利益剰余金

ア 利益積立金 0

イ 減債積立金 0

ウ 0

利益剰余金 0

剰余金合計 0

資本合計 420,767,070

負債資本合計 7,627,136,498

資　　　本　　　の　　　部

6 資本金

(1) 自己資本金

ア 固有資本金

イ 出資金

自己資本金合計

資本金合計

7

(1)

当年度未処分利益剰余金
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（単位：円）

7,540,347,638

△ 343,518,000 7,196,829,638

81,668,538

△ 14,901,000 66,767,538

68,800

△ 42,000 26,800

0

7,263,623,976

565,524,177

565,524,177

7,829,148,153

49,404,345

47,042,000

貸倒引当金 0 47,042,000

96,446,345

7,925,594,498

令和２年度扶桑町下水道事業会計予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

資　　　産　　　の　　　部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 構  築  物

減価償却累計額

イ 機械及び装置

減価償却累計額

ウ 工具器具及び備品

減価償却累計額

エ 建設仮勘定

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権

無形固定資産合計

固定資産合計

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

流動資産合計

資産合計
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2,721,337,930

固定負債合計 2,721,337,930

121,848,000

63,698,000

2,099,000

引当金合計 2,099,000

187,645,000

1,914,994,336

収益化累計額 △ 90,729,000 1,824,265,336

13,056,916

収益化累計額 △ 692,000 12,364,916

2,202,401,450

収益化累計額 △ 137,806,000 2,064,595,450

10,243,685

収益化累計額 △ 392,000 9,851,685

566,725,111

収益化累計額 △ 24,223,000 542,502,111

繰延収益合計 4,453,579,498

7,362,562,428

負　　　債　　　の　　　部

3 固定負債

(1) 企業債

4 流動負債

(1) 企業債

(2) 未払金

(3) 引当金

ア 賞与引当金

流動負債合計

5 繰延収益

ア 国庫補助金長期前受金

イ 県補助金長期前受金

ウ 他会計補助金長期前受金

エ 受贈財産評価額長期前受金

オ 受益者負担金長期前受金

負債合計
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224,051,070

338,981,000

563,032,070

563,032,070

剰余金

利益剰余金

ア 利益積立金 0

イ 減債積立金 0

ウ 0

利益剰余金 0

剰余金合計 0

資本合計 563,032,070

負債資本合計 7,925,594,498

資　　　本　　　の　　　部

6 資本金

(1) 自己資本金

ア 固有資本金

イ 出資金

自己資本金合計

資本金合計

7

(1)

当年度未処分利益剰余金
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注記 

 １ 重要な会計方針 

  令和元年度より地方公営企業法を一部適用し、地方公営企業会計基準による財務諸表を作

成している。 

 

 （１）固定資産の減価償却方法 

   ア 有形固定資産 

     ・減価償却の方法  定額法 

     ・主な耐用年数 

      構築物        50 年 

      機械及び装置     10～20 年 

      工具器具及び備品    5 年 

   イ 無形固定資産 

     ・減価償却の方法  定額法 

     ・主な耐用年数 

      施設利用権      45 年 

 

 （２）引当金の計上方法 

   ア 退職給付引当金 

     愛知県市町村職員退職手当組合に加入し、毎事業年度支払う一定の負担金のみを下

水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担を全て

一般会計が負担することとしているため退職給付引当金は計上していない。 

   イ 賞与引当金 

     職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、本年度末における支給見込額に

基づき、本年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。 

   ウ 貸倒引当金 

     債権の不能欠損による損失に備えるため、債権回収の可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。 

 

 （３）その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

   ア 消費税及び地方消費税の会計処理  

     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

   イ 受益者負担金及び分担金の経理方法 

     資本的収入の中の受益者負担金及び分担金は、貸借対照表上の長期前受金を構成す  

ることから、現金主義を採用し収納時に調定を行っている。（地方公営企業法施行令 

    第９条第６項関係） 

   ウ 他会計からの補助金の経理方法 

     地方公営企業法第１７条の３に基づく一般会計からの下水道事業会計補助金のう

ち、毎年度総務省より通知される「地方公営企業繰出金について」（総務省一般会計繰

出基準）に基づく経費を雨水処理負担金、他会計負担金として計上し、それ以外の経
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費を他会計補助金として計上している。 

  

 ２ 予定貸借対照表等関連 

 

（１） 企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日から起算して１年以内に償 

還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、２，０９７，１４

９千円である。 
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